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保険者の再編・統合 ～政府管掌健康保険～  

．政管健保の公法人化  

○健康保険組合に加入していない被用者の健康保険事業を行う保険者として  （以下「協会」  

において行う。   という．）を設立する（平成20年10月）。適用・徴収業務は、  

○ 組織  

・運営委員会（事業主3名、被保険者3名、学識経験者3名の計9名を大臣が任命）を設ける持予算、事業計画、   
保険料率の変更等は運営委員会の議を経なければならないものとする。  

－、理事長は、運営委員会の意見を聴いて、大臣が任命する。  

・都道府県ごとに支部を設けるとともに、評議会（事業主、被保険者、学識経験者から支部長が委嘱）を置き、   
支部の業務について意見を聴く。   


